巡回診療及び巡回健診取扱要領
１　意義

　　複数地点を移動して診療又は健診を行ういわゆる巡回診療及び巡回健診は、その形態にかかわらず、医療法上診療所の開設に該当するものであり、原則としてそれぞれの地点において医療法に基づく診療所の開設の手続きを要すると解されるものであるが、不特定多数の地点を移動して診療又は健診を実施するものについては、医療法上の運用上特別な措置をとることが適当であることから、その取扱要領を定め適正な運用を図るものである。

２　業務の範囲

　　巡回診療又は巡回健診の範囲は、次に掲げるものに限定すること。

（1） 巡回診療（予防接種も含む。）
　　ア　無医地区における医療の確保を目的とする診療

　　イ　その他公益上必要と認められる診療

（2） 巡回健診

　　ア　地方公共団体・保険者等が実施する地域住民・被保険者等の健康増進を目的とする次に掲げる健康診断

（1） 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づく特定健康診査
（2） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条及び第53条の２の規定に基づく健康診断

（3） 母子保健法第12条及び第13条の規定に基づく健康診査

（4） その他法令等に基づく健康診断

　　イ　労働安全衛生法第66条の規定に基づく健康診断及び従業員の福利厚生を目的とする健康診断

　　ウ　学校保健安全法第11条、第13条及び第15条の規定に基づく就学時、児童生徒等、職員の健康診断
　　エ　社会福祉法第２条に規定する第１種社会福祉事業を経営する者がその経営する施設の入所者の健康管理を目的として実施する健康診断

　　

３　形態

　　巡回診療又は巡回健診（以下「巡回診療」という。）として取扱うものは、次のいずれ

かに該当する形態で実施すること。

（1） 診療を行いうる構造を有する巡回診療車等の移動診療施設を利用して実施するも　　

　　 の

（2） 移動診療施設以外の施設（例えば公民館、学校）を利用して実施するものであっ

て、定期的に反復継続（おおむね週２回以上）して一定地点において継続（おおむね３日以上）して行われることのないもの

４　医療法の手続

　巡回診療を実施する者に必要な医療法上の手続は、「巡回診療の医療法上の取り扱いについて（昭和37年６月20日付け医発第554号厚生省医務局長通知）」、「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて（平成７年11月29日付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知）」及び下記のとおりとする。
　（１）巡回診療を実施しようとする者は、事前に巡回診療（健診）実施協議書（様式１、以下「協議書」という。）により、開設の場所を所管する保健所長（以下「保健所長」という。）に協議すること。

（２）保健所長は、協議書の提出があったときは、内容を審査し、必要な指導を行うとともに、医療法上必要な手続を行わせること。
（３）巡回診療を実施する者は、１～３か月間の実施計画を巡回診療（健診）実施計画届（様式２、以下「計画届」という。）により、保健所長に届出ること。

（４）保健所長は、計画届の提出があったとき、その巡回診療の実施される場所に所管以外が含まれる場合は、実施場所を所管する保健所長あて速やかにその写しを送付すること。

（５）協議書又は計画届の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに届け出ること。

５　その他

　（１）巡回診療の実施にあたっては、医師又は歯科医師である実施責任者を実施場所毎に置くこと。なお、実施責任者は、診療所の管理者に相当するものであるが、医療法第12条第２項の許可（二箇所以上管理）は必要としない。
　　　　ただし、胸部エックス線検査（コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。）のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いは不要であるが、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、次の取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすること。
　　　①　事前に責任医師の明確な指示を得ること

　　　②　緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備

　　　③　必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備

④　機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備

　（２）巡回健診を実施する場合、その結果、精密検診又は治療を必要とする者に対して、

適当な医療機関を紹介する体制を確立すること。

　　　　なお、健康診断には、フッ素塗布等の軽微な予防措置を含むものであること。

　（３）正当な理由が無く、前記４の実施計画書の提出が無いときは、巡回診療を中止したものとみなし、巡回診療の取扱を中止し、診療所の廃止等必要な指導を行うこと。

　　

　

様式１

巡回診療（健診）実施協議書

令和　　年　　月　　日

愛知県知事殿
開設者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　

下記のとおり巡回　　　　を実施したいので協議します。
記
１　巡回診療（健診）の目的

２　巡回診療又は巡回健診の内容

３　料金の徴収方法

４３　移動診療施設を利用する場合はその設備の概要、その旨
５４　巡回診療（健診）開始予定年月日

６５　現に病院又は診療所を開設している場合は、その名称、所在地及び管理者の氏名

（添付書類）

１　巡回診療に常時従事する者の職種、氏名及び免許証の写し

２　当初３か月間の巡回診療（健診）実施計画届

３　移動診療施設（巡回健診車）の平面図

４　その他の参考書類

様式２

巡回診療（健診）実施計画届

令和　　年　　月　　日

愛知県知事殿
開設者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　

　　　　月　　　日から　　　月　　　日までの巡回　　　　計画は下記のとおりです。

記

１　病院又は診療所の名称及び所在地

	名　　　称
	

	所　在　地
	


２　実施計画

	実　施

年月日
	実施場所（※）
	診療内容

健　診

項　目
	受診人員
	実施責任者氏名(医師又は歯科医師)
	担　　当

診療科目
	診療放射線技師氏名
	その他の
診療従事者職氏名
	備考
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注　(1)　実施計画届提出後に追加及び変更が生じた場合も同様に計画届を提出すること。

(2)　本要領５(1)ただし書きに該当する場合は、備考欄にその旨を記載し、５(1)②～④の整備状況が確認できる書類（様式任意）を添付すること。
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診療
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列の削除





（※）実施場所は、実施主体が巡回診療（健診）の実績を記録し、求めに応じて提出できる体制を確保する旨をあらかじめ申し出た場合は、「地区」単位で記載することで足りる。具体的には「町」や「字」をいう。








